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「専利代理管理弁法」の改正に関する説明 

 

一、改正背景 

現行の「専利代理管理弁法」は２００３年７月１５日に施行されて以来、専利代理業に対す

る管理を強化し、専利代理人と専利代理機構の執業行為を規範化し、専利代理業の発展を

促進し、委託者の合法的利益を守るために、積極的な役割を果たしてきた。 

中国の改革が全面的に深化しつつある中、専利代理業の発展は新たな情勢に直面してお

り、専利代理管理においても新しいことが求められている。「改革の全面的深化における若干

の重大な問題に関する中共中央の決定」、「市場公平競争促進、市場正常秩序維持に関す

る国務院の若干意見」と「登録資本登記制度改革方案」の要求を徹底するために、国家知識

産権局は真剣な調査研究を経て、実践の経験をまとめた上で、「専利代理管理弁法改正案」

（意見募集稿）（以下、「意見募集稿」という）を改正、起草した。 

 

二、主要な改正内容 

（一）専利代理機構設立に対する資金的要件を削除 

「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」においては、

「徐々に登録資本払込登記制を予定出資登記制に変更する。」と記載した。「登録資本登記

制度改革方案」においては、「登録資本登記条件を緩和し、法律、行政法規及び国務院の決

定に特定業界の最低登録資本額に関する定めがある場合を除き、最低登録資本という制限

を無くし、会社登記に当たって、調査報告書を提出する必要はない。」と記載した。そのため、

改正案は専利代理機構設立に対する資金的要件を削除した（第４条、第８条、第１５条）。 

（二）専利代理機構情報管理の改善 

 専利代理機構は設立時及び登録事項の変更を行う時に、それぞれ国家知識産権局と工商
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行政管理部門で関連手続を行わなければならないことに鑑み、専利代理機構の設立と登録

事項変更行為を規範化するために、意見募集稿においては、「専利代理機構の登録情報に

変更が生じる場合、所定期限までに変更手続を行わなければならない。」と定めるとともに、

「国家知識産権局における登記情報と工商行政管理部門における登記情報は一致しなけれ

ばならない。」と明記した（第１０条、第１１条）。 

（三）専利代理業界に対する監督管理の強化 

政府の市場監督管理機能を充分に果たし、専利代理業の自律、誠実な経営を促進するた

めに、「改革の全面的深化における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」、「市場公

平競争促進、市場正常秩序維持に関する国務院の若干意見」と「企業情報公示暫定条例」

の要求に基づき、意見募集稿は、「第４章 専利代理機構及び専利代理人の年度検査」を

「第４章 専利代理の監督管理」に変え、専利代理機構の年度検査に関する規定を削除し、

専利代理機構の年度報告書公示、専利代理機構異常経営名簿と重大違法専利代理機構名

簿制度、並びに専利代理業に対する監督管理の更なる強化に関する規定を新規追加した。 

意見募集稿は、国家知識産権局及び省、自治区、直轄市の知識産権局の専利代理機構

情報公示及び監督管理状況公示における役割を明記するとともに、「中華全国専利代理人

協会は、協会定款の規定に従って専利代理人の執業活動を考課する。」と定めた（第３１

条）。 

意見募集稿は、専利代理機構が年度報告書を提出する期日、報告内容及び情報の信憑

性を保証する義務、国家知識産権局が年度報告書を公示する期日と内容を定めた（第３２条、

第３３条、第３４条）。年度報告書に見られる「情報が正確でない状況」について、訂正措置を

定めた（第３５条）。年度報告書に存在する虚偽の情報について、国家知識産権局と省、自治

区、直轄市の知識産権局の処理方式と期限を定めた（第３６条）。 

専利代理機構に「専利代理機構に執業許可証を取得又は年度報告書を提出した時に虚
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偽の情報を提供した」等の法律法規違反行為があった場合、専利代理機構異常経営名簿の

中に入れられ、国家知識産権局はそれを公示する（第３７条）。また、意見募集稿は、重大違

法専利代理機構名簿の中に入れられる事由及び専利代理機構異常経営名簿や重大違法専

利代理機構名簿から削除される条件についても定めている（第３８条）。 

監督管理行為を規範化し、厳格に法による管理を行うために、意見募集稿は、国家知識産

権局と省、自治区、直轄市知識産権局の役割分担、省、自治区、直轄市の知識産権局が検

査に当たって守るべき原則、採るべき措置、具体的な検査方式、重点的な検査内容及び検

査結果に対する処理方法を明記している（第３９条、第４０条、第４１条）。検査の規範化、秩

序化を確保するために、意見募集稿は、「省、自治区、直轄市の知識産権局は法により専利

代理機構を監督、検査するに当たって、規定に従って必要な手続を履行しなければならない。

専利代理機構は検査に協力しなければならない。」と明記している（第４２条）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


